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５－１０

セミフラット（マウントアップ）式歩道の場合は、歩
車道境界で集水するのを基本とするが、民地からの排
水をとる必要がある場合などは官民界側に設けてもよ
い。

・官民境界で集水す
る場合の条件加筆

５－１１

５－４２ ・誤記載削除
５－６２

セミフラット（マウントアップ）式歩道の場合
は、歩車道境界で集水するのを基本とする。やむ
を得ず、民地からの排水をとる必要がある区間に
ついては、歩車道境界をＬ型側溝とし、官民境界
で集水してもよい。

・官民境界で集水す
る場合の条件加筆
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５－６２
５．ＨまたはH1≦1500㎜の場合はh2＝150㎜、Ｈま
たはH1＞1500㎜の場合はh2＝200㎜とする。

５．ＢまたはＬ１≦1500㎜の場合ｈ２＝1500㎜、Ｂま
たはＬ１＞1500㎜の場合ｈ２＝200㎜とする。

・誤記載修正

ＢまたはＬ１→
ＨまたはH1

h2＝1500→h2＝150



差替用










